
 

 

不正を発生させる要因と不正防止計画 
 

(1) 責任体系の明確化 

不正発生の要因 該当者 不正防止計画 

時間経過による役割と責任意

識の低下 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・委託先業者※ 

研究活動規範委員会を始めとする教員

管理職が出席する会議で、責任者が不正

防止対策に関して持つ役割と責任につ

いて説明し、意識の向上を図る。各責任

者の異動等の際には個別に説明を実施

する。また、大学方針説明会等で啓発活

動を行う他、新任者研修時に（オンライ

ン実施含む）、コンプライアンス教育・

公的研究費の適正使用・不正使用の再発

防止に関する説明会を実施する。 
  ※発注・納品・検収等の代行業務委託契約を締結している株式会社エムユービジネスサポート 

 

(2) 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

不正発生の要因 該当者 不正防止計画 

適正な執行手続きに関するル

ールについて理解不足があ

る。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

 

オンデマンドによるコンプライアンス

研修を実施する。また、大学方針説明会

等で啓発活動を行うほか、新任者研修時

に（オンライン実施含む）、コンプライア

ンス教育・公的研究費の適正使用・不正

使用の再発防止に関する説明会を実施

する。さらに説明が必要な者に対しては

個別説明を行う。委託先業者(MUBS)経由

で発注を行うことにより相見積りを取

ることで価格が下がるケースもあるこ

と等を含め、本学の執行手続きについて

説明を行う。 

関係者の職務権限が不明確で

あるため執行処理に支障が生

じる。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・委託先業者 

教員を対象とした執行処理の手続きに

関する書類等を MUSE(学内グループウェ

ア)に掲載し、関係者の理解度を高める。

また業務担当者等に対しては適切な指

導のもと厳重にチェックを行い、業務を

円滑に進める。 

・コンプライアンスに対する

意識が希薄である。 

・公的研究費が税金によって

まかなわれていることに対し

ての意識が希薄である。 

 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

・学生（学部生・大学

院生） 

 

 

 

・オンデマンドによるコンプライアンス

研修を実施し、受講状況と理解度を管理

監督する。また、大学方針説明会等で啓

発活動を行うほか、新任者研修時に（オ

ンライン実施含む）、コンプライアンス

教育・公的研究費の適正使用・不正使用

の再発防止に関する説明会を実施する。 

・関係者に対して誓約書の提出を義務付

ける。(既に提出した者は除く) 

 

・不適切な会計処理であって

も、結果的に研究のために使

用であれば許されるという認

識の甘さがある。 

・オンデマンドによるコンプライアンス

研修を実施する。また、大学方針説明会

等で啓発活動を行うほか、新任者研修時

に（オンライン実施含む）、コンプライア

ンス教育・公的研究費の適正使用・不正

使用の再発防止に関する説明会を実施

し、周知・徹底する。学生に対しては、

公的研究費の使用に関するガイドブッ

ク（学生向け）を MUSCAT より配信し、

閲覧を要請する。また、学生向けの研究



倫理プログラムを実施する。 

・教員を対象に研究倫理教育システム

（APRIN）の受講を必須とすると共に受

講状況の確認を行い、未受講者及び成績

不良者に対しリマインドを行う。 

 

学内外からの通報窓口が判り

にくいため、不正が潜在化す

る。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

・学生（学部生・大学

院生） 

新任者研修時に（オンライン実施含む）、

コンプライアンス教育・公的研究費の適

正使用・不正使用の再発防止に関する理

解を促すとともに、通報・相談窓口への

連絡方法及び通報者の保護ルールにつ

いて周知・徹底する。また、ガイドブッ

クをホームページに掲載し、ある程度の

取引実績のある新規取引先に対して同

内容を周知するために閲覧を要請する。

学生に対しては、公的研究費の使用に関

するガイドブック（学生向け）を MUSCAT

より配信し、閲覧を要請する。また、学

生向けの研究倫理プログラムを実施す

る。 

 

 

(3) 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

不正発生の要因 該当者 不正防止計画 

不正使用防止計画を策定・実

施したにもかかわらず、不正

使用事案が発生する。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

モニタリング及び内部監査の結果、他大

学等における不正発生事案などから明

らかになった不正発生の具体的な要因

について、その再発防止策を検討し、不

正使用防止計画に加える。また、大学方

針説明会等において、他学の不正発生事

案について周知し、不正防止の啓発を行

う。 

 

(4) 公的研究費の適正な運営・管理活動 

不正発生の要因 該当者 不正防止計画 

研究の遂行状況が適切に把握

されず、年度末に予算執行が

集中する。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

 

内部監査にて、研究者をランダムに抽出

し、研究計画に基づき適切に予算が執行

されているかを検証し、実態と乖離して

いないか年 1回以上確認する。 

発注段階での財源特定がなさ

れていない。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

 

大学方針説明会等で啓発活動を行う他、

新任者研修時に（オンライン実施含む）、

コンプライアンス教育・公的研究費の適

正使用・不正使用の再発防止に関する説

明会を実施し、執行状況を的確に把握す

るため発注段階での財源特定を徹底す

るよう周知・徹底する。更に担当者に対

しては発注段階で必ず財源を特定する

よう現場での指導を徹底する。 



学内関係者と取引先業者とが

必要以上に緊密な関係を持つ

ことが癒着を生み、不正な取

引に発展する。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

・内部監査にて、特定の取引先業者との

緊密な取引がないか注視するため、必要

に応じて取引実績の多い業者との取引

状況の確認を年 1回以上行う。 

・不正な取引を行った取引先業者につい

ては取引停止等の措置をとるなど注意

喚起を行う。 

・公的研究費の使用に関するガイドブッ

クをホームページに掲載し、取引先業者

に閲覧を要請する。また、学生用ガイド

ブックについても MUSCAT(学生用ポータ

ルサイト)にて掲示を行う。 

・公的研究費に係る相談・通報窓口をホ

ームページに掲載し、ある程度の取引実

績のある取引先業者に閲覧を要請する。

不正取引の指示や依頼があった場合は、

直ちに本学に通報するよう周知・徹底を

図る。 

・ある程度の取引実績のある新規取引先

に誓約書の提出を求め、不正取引に協力

しないこと並びに取引帳簿の閲覧・提出

等の要請に協力することを求める。な

お、誓約書を提出しない取引先業者につ

いては原則として次年度以降の取引を

停止する（電子商取引先についてはこの

限りではない）。 

・教員を対象に研究倫理教育システム

（APRIN）の受講を必須とすると共に受

講状況の確認を行い、未受講者及び成績

不良者に対しリマインドを行う。また、

オンデマンドによるコンプライアンス

研修を実施し、受講状況と理解度を管理

監督する。 

研究者が取引業者へ直接発

注・直接納品させている。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・委託先業者 

・取引先業者 

一部特例を除き原則として研究者によ

る直接発注・直接納品を認めないことと

し、委託先業者(MUBS)と発注・納品・検

収等の代行業務委託契約を締結のうえ

研究者からの調達申請書を事務部門が

受け付け申請内容を精査した上で発注

を委託し、納品時には事務部門が委託会

社と連携して納品内容等を検収する。 

研究と直接関係ないと思われ

る物品を購入している。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・委託先業者 

・取引先業者 

検収の際に疑義が生じた物品について

は研究者に購入目的の確認等を行うほ

か、申請時に事前チェックを行い、目的

外使用であれば申請を見直し、注意喚起

を行う。 

検収済みの物品を取引先業者

に持ち帰らせ返品し、代金を

着服している。 

・研究者(教員) 事務部門が、内部監査で年 2回以上研究

者をランダムに抽出し、公的研究費で購

入した物品の所在を確認する。なお、監

査対象の抽出にあたり、4 割以上は換金

性の高い物品等、10万円を超える高額な

取引を対象とする。 

検収済みの物品を自宅等に長

期に持ち帰り、私的に利用し

ている可能性がある。 

・研究者(教員) 事務部門が、内部監査で年 2回以上研究

者をランダムに抽出し、公的研究費で購

入した物品の所在を確認する。なお、監

査対象の抽出にあたり、4 割以上は換金

性の高い物品等、10万円を超える高額な

取引を対象とする。 



特殊な役務（データベース・

プログラム・デジタルコンテ

ンツ開発・作成、機器の保守・

点検など）に関する検収が不

十分である。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

 

特殊な役務（翻訳や分析）についてはそ

の成果物を確認し、成果物がない機器の

保守・点検については、それぞれ保守・

点検完了報告書を大学事務部門に提出

させると共に現場に立ち会い確認する。 

非常勤雇用者等の勤務状況な

どの雇用管理が厳密に行われ

ていないため、実態の確認が

できておらず、カラ給与・謝

金が発生する可能性がある。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

 

 

 

 

 

非常勤雇用者等は担当教員の監督の下

で業務を行うこととし、担当教員は出勤

表により業務内容や勤務時間等を管理

の上、事務部門の確認及び研究所長等の

承認に基づき給与の支払いを行う。ま

た、事務部門は、内部監査で年 1回以上

抜き打ち的に非常勤雇用者をランダム

に抽出してヒアリングを行い、実際の業

務内容を確認する。また、必要に応じて

勤務場所である研究室や実験室等に行

き、勤務状況等を確認する。なお、リモ

ートワークなど勤務状況に応じ、電話等

による確認とする。 

非常勤雇用者等の勤務状況な

どの雇用管理が厳密に行われ

ていないため、研究目的外の

業務をさせている可能性があ

る。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

 

事務部門が、内部監査で年 1回以上抜き

打ち的に非常勤雇用者をランダムに抽

出してヒアリングを行い、実際の業務内

容を確認する。また、必要に応じて勤務

場所である研究室や実験室等に行き、勤

務状況等を確認する。なお、リモートワ

ークなど勤務状況に応じ、電話等による

確認とする。 

換金性の高い物品（※）につ

いては、購入後に転売するな

ど目的外に使用される可能性

がある。 

 

(※)の例；PC、タブレット、デ

ジカメ、ビデオカメラ、テレ

ビ、録画機器、金券類等 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

 

年2回以上実施する内部監査にて現物確

認を行う。高額な物品(10 万円以上の機

器備品)については資産登録のシールを

貼付するなど大学の所有物であること

を明示する。また、10万円未満の物品に

ついても年2回以上実施する内部監査の

実施の対象とし転売等が無いようけん

制する。 

旅行事実の確認が不十分であ

るため、カラ出張や水増し請

求を防止できない。 

 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

出張願等における宿泊先及び業務内容

の記載内容を確認し、出張目的と出張経

路等が適切であるか随時確認する。ま

た、内部監査にて研究者に対し証憑類に

基づき出張が実際に行われているか、目

的や内容に相違はないかヒアリングを

通じた確認を年 1回以上行う。 

 

(5) 情報発信・共有化の推進 

不正発生の要因 該当者 不正防止計画 

学内外からの相談窓口が判り

にくいため、認識の欠如や情

報の共有が阻害される。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

・学生（学部生・大学

院生） 

大学方針説明会や新任者研修等（オンラ

イン実施含む）において、コンプライア

ンス教育・公的研究費の適正使用・不正

使用の再発防止、通報・相談窓口への連

絡方法及び通報者の保護ルールを説明

し、ホームページに掲載し、通報・相談

窓口に関する情報を公開し、教職員に周

知・徹底する。学生に対しては、公的研

究費の使用に関するガイドブック（学生

向け）を MUSCAT より配信し、閲覧を要

請する。また、学生向けの研究倫理プロ

グラムを実施する。 



不正への取組みに関する本学

の方針等が正しく伝わってお

らず、関係者の意識喚起が不

足している。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

・学生（学部生・大学

院生） 

オンデマンドによるコンプライアンス

研修を実施する。また、大学方針説明会

等で啓発活動を行うほか、新任者研修時

に（オンライン実施含む）、コンプライア

ンス教育・公的研究費の適正使用・不正

使用の再発防止に関する学内説明会を

実施し、不正防止への取組みに関する本

学の方針を説明する。説明会は新規関係

者の出席を義務付け、理解度チェックを

行うことで認識を深め意識喚起を図る。

学生に対しては、公的研究費の使用に関

するガイドブック（学生向け）を MUSCAT

より配信し、閲覧を要請する。また、学

生向けの研究倫理プログラムを実施す

る。 

 

(6) モニタリング 

不正発生の要因 該当者 不正防止計画 

モニタリングが不十分である

ため、不正発生リスクが存在

する。 

・研究者(教員) 

・事務部門(職員) 

・非常勤雇用者 

・委託先業者 

・取引先業者 

・年 2回以上実施する内部監査結果を内

部監査室及び監事・公認会計士に報告

し、意見の交換を行う。より効果的な防

止計画や改善策等を策定するために、監

事、公認会計士と協議するなど不正防止

に向けて連携を強化する。また、監事よ

り不正防止に関する内部統制の整備・運

用状況等について意見を頂き、その結果

を常務理事会に報告する。 

・内部監査を年 2 回以上(定期監査 1 回

以上・抜き打ち監査 1回以上)実施する。

抜き打ち監査では研究者 24名の物品 24

件、非常勤雇用者6名の監査を計画する。

定期監査では研究者50名のうち(1)物品

26件、(2)謝金 6件、(3)旅費 6件、(4)

役務 6 件、(5)研究の遂行状況 6 件、取

引業者 20社のうち(1)物品 15件、(2)役

務 5件の監査を計画する。 

 


